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委員限り

資 料 Ｂ

平成２３年分収支報告に係る政治資金監査報告書

の記載内容等に関する調査結果（総務大臣分）

Ⅰ 政治資金監査の結果

１．全体概要

区 分 団体数 < >H㉒参考

平成２３年分の収支報告書に併せて政治資金監査報告書
８２９ ９６２

の提出があった国会議員関係政治団体

記載例(1)の内容で提出されたもの ７７２ ９１７

（ ）（うち収支報告書に支出が計上されていないもの） （ ２６） ５０

記載例(4)の内容で提出されたもの ２４ ３

記載例(2)の内容で提出されたもの ７ ８

記載例(3)の内容で提出されたもの ２３ ３０

記載例(2)及び(3)の内容の複合形で提出されたもの ３ ４

（参考）前回の政治資金監査報告書において指摘事項のあった団体の状況

平成22年分 団体数 平成23年分 団体数
記載例(1) ４
記載例(4) ０

記載例 (2) ６ → 記載例(2) ２
記載例(3) ０

記載例(2)&(3) ０
(２)

平成22年分 団体数 平成23年分 団体数
記載例(1) １５
記載例(4) ０

記載例 (3) ２２ → 記載例(2) ０
記載例(3) ６

記載例(2)&(3) １
(８)

平成22年分 団体数 平成23年分 団体数
記載例(1) １
記載例(4) ０

記載例(2)&(3) ２ → 記載例(2) １
記載例(3) ０

（２） 記載例(2)&(3) ０
※ （ ）書きの数値は解散団体数
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２．指摘事項別件数

（１）会計帳簿に記載不備があったもの

指 摘 事 項 件 数 < >H㉒参考

① 支出を受けた者の氏名 ４ ３

② 支出を受けた者の住所 ９ ９

③ 支出の目的 ２ ３

④ 支出の金額 ０ １

⑤ 支出の年月日 １ ０

計 １６ １６

※ 複数の指摘事項がある団体があるため、上記の指摘件数の計と指摘団体数とは一致しない。

（２）会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出があったもの

指 摘 事 項 件 数 < >H㉒参考

① 領収書等亡失等 ２４ ３２

② 支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費 １ ２

③ 当該団体に対して発行されたとは認められない名称
０ ０

が領収書等のあて名に記載

④ 会計責任者が収支報告書に記載されていないとして
１ ０

いる支出（東日本大震災関係）

計 ２６ ３４

※ ①のうち１件は、東日本大震災によるものを別記として記載していないものを含む。

３．政治資金監査の実施場所

区 分 団体数 < >H㉒参考

① 主たる事務所で実施したもの ６６５ ７５３

② 主たる事務所以外の場所で実施したもの １６４ ２０９

(19.8%) (21.7%)

４．東日本大震災による影響を受けた団体

区 分 団体数 < >H㉒参考

① 収支報告書及び政治資金監査報告書の提出はあった

が、領収書等が滅失したため、その写しの提出ができ ２ １

なかったもの

② 収支報告書の提出が遅れたもの ７（政令の免責期限6/30 －

までに提出）

※ 上記２ （２）①のうち１件について領収書等亡失等一覧表の備考欄に掲げられた理由全てについ．

て東日本大震災によるものであったことから、本欄①において１団体追加している。
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Ⅱ．提出書類全般に係る不備等の状況

１．収支報告書（支出部分）

・支出の年月日、支出を受けた者の氏名及び住所の記載漏れや記載誤り

２．収支報告書以外の提出書類

・領収書等の写しなど収支報告書と併せて提出する書類の添付漏れ

・領収書等の写しの編纂がずさんで、各支出との対応関係が分かりにくい

・振込明細書と振込明細書に係る支出目的書の対応関係が特定できない

・通帳の写し等、提出する必要のない書面の提出

・同一の支出について、徴難明細書及び振込明細書に係る支出目的書を重複提出等

Ⅲ．政治資金監査報告書の記載不備等の状況

【注】下記２，３に掲げる「件数」は誤差があり得るほか、前回調査と今回調査とでは、調査母数に
差があること、分析の精度にも差異が生じている可能性が否めないことに留意が必要。

１．共通部分（形式審査時の指摘例）

①あて名、氏名等

・国会議員関係政治団体の正式名称以外の名称を記載

・国会議員関係政治団体の代表者以外の氏名を記載

・自署かつ押印されていない

②「１ 監査の概要（１）～（３ 」）

・解散団体に係る収支報告書提出の根拠規定の記載誤り

・監査対象期間の記載誤り
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．「 （ ）」（ ）２ １ 監査の概要 ４ 主たる事務所以外の場所で実施 １６４団体 H㉒209団体

① マニュアルで例示している理由以外の理由が記載されていたもの

< >H㉒８４団体５０団体 参考

区 分 件数 < >H㉒参考

・解散（事務所閉鎖したため） ６件 １７件

・効率的な実施のため １９件 ３７件

・監査に時間を要するため ５件 ５件

・遠隔地であるため又は監査人の事務所が近いため ４件 ５件

・会計帳簿等の関係書類を他の事務所等に保管している ５件 ５件

ため

・書類が少ないため ３件 ３件

・理由の記載がないもの ２件 ３件

・監査人自身の怪我のため ３件 １件

・その他 ３件 １１件

※ 複数の理由を記載している団体があるため、件数の合計と該当団体数は一致しない。

< >H㉒１４４団体② 具体の場所及び住所が記載されていないもの ８２団体 参考

区 分 件数 < >H㉒参考

・ 監査人の事務所 「議員会館 「会計責任者の事務 ７８団体 １２７団体「 」、 」、

所」との記載又は他の政治団体名の記載にとどまり、住

所の記載がないもの

・住所のみ記載しているもの ３団体 １５団体

・場所も住所も記載していないもの １団体 ２団体

３ 「２ 監査の結果」．

< >H㉒（１）第１号監査事項（保存対象書類の確認） 参考

①保存されていた書類が列記されていないもの ９件 ８件

うち「会計帳簿等の関係書類」と記載されているもの ９件 ８件

②保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの

４４件 ６３件（支出がゼロにもかかわらず 「領収書等」などが列記されているも、

のや、支出があるにもかかわらず「領収書等」などの関係書類の記載

がないもの 等）

③「徴難明細書等」の用語の使い方が不正確なもの ６６件 ４２件

④その他記載例以外の記述

・ 少額領収書等の宛名についての助言」や「収入の事実 １１件 ７件「

が無いこと」など記載例にそぐわない記載
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< >H㉒（２）第２号監査事項（会計帳簿の必要記載事項の確認） 参考

①記載例(2)の「○○」部分について特異な記述があるもの

・ 住所の全てに記載不備・・・が見られたものの」 １件 ０件「

・ 少額の支払いに記載不備が一部に見られたものの」 ０件 １件「

・徴難明細書等により確認した旨の記載 ０件 １件

②その他記載例以外の記述

・普通預金通帳により確認した旨の記載 ０件 １件

・支出のない旨の記載 ０件 １件

< >H㉒（３）第３号監査事項（収支報告書の必要記載事項の確認） 参考

①保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの 「徴難明細書 ９５件 １００件、

等」などの用語の使い方が不正確なもの

②列記された書類が(1)に記載された保存書類と異なるもの ４６件 ３３件

③その他記載例以外の記述

・ 別記を除き」の記載がないなど ０件 ４件「

・根拠条文の誤り ０件 １件

・ 通帳」を確認書類に加えて記載しているもの ２件 １件「

< >H㉒（４）第４号監査事項（徴難明細書等の必要記載事項の確認） 参考

①(4)の記載がないもの １２件 ２５件

②(1)及び(3)の記載との関係で整合的でなかったり 「徴難、

明細書等」の用語の使い方が不正確なもの

１９件 ７０件（徴難明細書等が会計帳簿に基づき記載されていたとしながら(1)や(3)

には徴難明細書の記載がないもの、支出がゼロにもかかわらず「徴難明

細書等」が会計帳簿に基づき記載されていたとするもの 等）

③その他記載例以外の記述

・書類名の誤り ６件 ６件

・ 徴難明細書等を作成するよう指導した」など １件 ６件「

< >H㉒（５）＜別記＞（会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出） 参考

①領収書等亡失等一覧表関係

・収支報告書の項目名と不一致（水道光熱水費と記載） １件 ０件

・様式において「備考欄」とすべきところ「その事情」と １件 ０件

項目名を記載しているもの
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< >H㉒（６）その他（ ５ 」など任意の追記）「（ ） 参考

①高額領収書のヒアリングによる宛先の確認状況及び助言内 ２件 １件

容を記載

②支出目的及び支出年月日が記載されていない領収書につい １件 １件

ての指導内容を記載

③従たる事務所で実施した理由を記載 １件 ０件

④領収書に住所の記載のない旨の指摘を記載 ０件 １件

４ 「３ 業務制限」．

・使用人等が業務制限に該当しない旨を明記せずに 「○○○（国会議員関係政治、

団体名）と私達との間には」などと記載しているもの


